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監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り監査役会設置会社から「監査等委員会設置会社」

へ移行する方針を決定いたしました。 

なお、本移行につきましては、本年開催予定の定時株主総会においてご承認いただくことを前提と

いたします。 

 

記 

 

1. コーポレート・ガバナンス体制に関する基本的な考え方 

当社は、株主をはじめとするステークホルダーの利益を考慮しつつ、長期的、継続的に企業グ

ループ価値を最大化するように統治されなければならないと考えており、グループ全体の収益力

の向上を目指して、持株会社として傘下子会社の事業活動を管理・監督するとともに、透明性の

高い経営体制の構築に努めております。 

 

2. 移行の背景と目的 

当社は従来より、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と認識し、経営の監督・

意思決定機能と業務執行機能を分離した執行役員制度の導入や、2 名の社外取締役を招聘するな

ど、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図ってきております。 

今般、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 90号）により創設される「監査等委

員会設置会社」に移行の上、取締役会において監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含

む）に議決権を付与し、監査・監督機能を一層強化することで、更なる企業価値の向上を図りま

す。 

 

3. 移行の時期 

2015年 6月下旬開催予定の当社第 11回定時株主総会においてご承認いただき、監査等委員会

設置会社へ移行する予定です。 

 

4. その他 

定款変更の内容ならびに新体制、役員等を含む移行の詳細については現時点で未定です。詳細

について決まり次第お知らせいたします。 

 

 

以上  


